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(54)【発明の名称】 内視鏡下経十二指腸的胆曩ドレナージ用システム

(57)【要約】
【課題】  生理的に胆汁を十二指腸へ排出することがで
きる新手技を提供し、この手技に用いられる胆曩ドレナ
ージシステムを提供する。
【解決手段】  先端に先鋭部(5) を備えた穿刺針(2) の
先端部分に自己拡張可能ステント(1) が装着され、同ス
テント(1) がデリバリーシース(3) 内に収縮状態で収容
されてなる胆曩ドレナージ用システムである。これは、
内視鏡下で穿刺針(2) に高周波電流を流しながら穿刺針
(2) の先鋭部(5) を十二指腸(6) より胆曩(7) に穿刺し
た後、デリバリーシース(3) を引いてステント(1) を拡
張させ、ステント(1) を十二指腸(6) と胆曩(7) に亘っ
て留置し、穿刺針(2) を抜去する手術法に用いられる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  先端に先鋭部(5) を備えた穿刺針(2) の
先端部分に自己拡張可能ステント(1) が装着され、同ス
テント(1) がデリバリーシース(3) 内に収縮状態で収容
されてなる胆曩ドレナージ用システムであって、
内視鏡下で穿刺針(2) に高周波電流を流しながら穿刺針
(2) の先鋭部(5) を十二指腸(6) より胆曩(7) に穿刺し
た後、デリバリーシース(3) を引いてステント(1) を拡
張させ、ステント(1) を十二指腸(6) と胆曩(7) に亘っ
て留置し、穿刺針(2) を抜去する手術法に用いられる、
内視鏡下経十二指腸的胆曩ドレナージ用システム。
【請求項２】  先端に先鋭部(5) を備えた穿刺針(2) が
ガイディングカテーテル(10)に通され、穿刺針(2) の先
端部分にチューブステント(11)が装着され、同ステント
(11)の手元側にデリバリーシース(3) が装着されてなる
胆曩ドレナージ用システムであって、
内視鏡下で穿刺針(2) に高周波電流を流しながら穿刺針
(2) の先鋭部(5) を十二指腸(6) より胆曩(7) に穿刺し
た後、穿刺針(2) とガイディングカテーテル(10)を引い
てチューブステント(11)を十二指腸(6) と胆曩(7) に亘
って留置する手術法に用いられる、
内視鏡下経十二指腸的胆曩ドレナージ用システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、例えば閉塞性黄疸
や急性胆曩炎で、その原因がその時点において臨床的に
は取り除くことができない悪性疾患や、急性炎症性疾患
に適用される内視鏡下経十二指腸的胆曩ドレナージに関
し、より詳しくは、この手技に用いられるドレナージシ
ステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】外科手術に耐え得る体力のない高齢の患
者などで、胆道の狭窄のため胆汁が十二指腸へ排出でき
ず黄疸を生じることがある。従来、黄疸を処置するに
は、内視鏡下にガイドワイヤを経乳頭的に胆道内まで挿
入し、このガイドワイヤをガイドにしてガイドチューブ
を胆道内まで挿入し、次いでガイドチューブにドレナー
ジチューブを被せ、ドレナージチューブを胆道内の狭窄
部に挿入留置して、胆汁の排出通路を確保する手技や、
図６に示すように、十二指腸(25)の乳頭(21)から胆管(2
2)を経て胆曩(23)までドレナージチューブ(24)を挿入
し、同チューブ(24)を通して胆汁を胆曩(23)から十二指
腸(25)へ排出する手技が知られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかし、上記のような
従来の手技では、内視鏡が乳頭にまで到達できない場合
や、ガイドワイヤなどを胆道内に挿入できない場合など
は治療することができない。
【０００４】この発明は、上記のような問題を解決する
ことができ、しかも生理的に胆汁を十二指腸へ排出する
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ことができる新手技に関するものであり、この手技に用
いられる胆曩ドレナージシステムを提供することを課題
とするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】この発明は、上記の課題
を達成すべく工夫されたものである。
【０００６】本発明による第１の発明は、先端に先鋭部
(5) を備えた穿刺針(2) の先端部分に自己拡張可能ステ
ント(1) が装着され、同ステント(1) がデリバリーシー
ス(3) 内に収縮状態で収容されてなる胆曩ドレナージ用
システムであって、内視鏡下で穿刺針(2) に高周波電流
を流しながら穿刺針(2) の先鋭部(5) を十二指腸(6) よ
り胆曩(7) に穿刺した後、デリバリーシース(3) を引い
てステント(1) を拡張させ、ステント(1) を十二指腸
(6) と胆曩(7) に亘って留置し、穿刺針(2) を抜去する
手術法に用いられる、内視鏡下経十二指腸的胆曩ドレナ
ージ用システムである。
【０００７】本発明による第２の発明は、先端に先鋭部
(5) を備えた穿刺針(2) がガイディングカテーテル(10)
に通され、穿刺針(2) の先端部分にチューブステント(1
1)が装着され、同ステント(11)の手元側にデリバリーシ
ース(3) が装着されてなる胆曩ドレナージ用システムで
あって、内視鏡下で穿刺針(2) に高周波電流を流しなが
ら穿刺針(2) の先鋭部(5) を十二指腸(6) より胆曩(7) 
に穿刺した後、穿刺針(2) とガイディングカテーテル(1
0)を引いてチューブステント(11)を十二指腸(6) と胆曩
(7) に亘って留置する手術法に用いられる、内視鏡下経
十二指腸的胆曩ドレナージ用システムである。
【０００８】第１発明で用いられるステント(1) は、金
属メッシュ製の自己拡張可能ステント（expandable met
alic stent, 以下ＥＭＳと略記する）である。ＥＭＳ
は、拡張状態では、鼓型、筒型等の形状をしており、径
方向に小さく折り畳まれた収縮状態で細いデリバリーシ
ースの先端内に収められ、シースから抜き出された後、
自らのバネ性または形状記憶性によって元の径に戻る自
己拡張型のものであり、主としてステンレス鋼（ＳＵＳ
316ＬやＳＵＳ304）やニチノール（ニッケルとチタンの
合金）の細い線等の弾性に富む金属性ワイヤを必要な径
の筒状に構成したものである。これは、この拡張力を得
るために、ジグザグ状の連続したＺ形を有する円筒形
や、メッシュ状の円筒形からなっている。
【０００９】ＥＭＳの長さは好ましくは25～40ｍｍであ
り、拡張状態における鼓型ＥＭＳの大径端の外径は好ま
しくは６～２0ｍｍであり、括れ部の外径は好ましくは
３～６ｍｍである。
【００１０】ＥＭＳは、生体組織の侵入や体液の漏れを
防ぐために、シリコーンゴムやポリウレタン、ポリエチ
レン、ＰＴＦＥなどの薄い膜からなるカバーで外面を覆
ったカバードステントであることが好ましい。
【００１１】第２発明で用いられるステント(11)は、双
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3
極のピッグテイル型チューブステント、一極のピッグテ
イル型チューブステント等のチューブステントである。
チューブステントの好ましい材質は、テフロン（登録商
標）、ポリエチレン等の合成樹脂である。チューブステ
ントは、その内部に穿刺針を通して真っ直ぐにし、この
状態で所定位置へ入れた後、穿刺針を引き抜くことによ
り、ピッグテイル型に戻される。
【００１２】第２発明で用いられるガイディングカテー
テル(10)は、テフロン、ポリエチレン等の合成樹脂製の
ものであってよい。カテーテルの外径は好ましくは３～
４ｍｍである。
【００１３】第１および第２発明で用いられる穿刺針
(2) は、ステンレス鋼ような導電性の金属製であり、１
本のワイヤーからなるものや、細いワイヤーの撚り線か
らなり、先端に円錐形、角錐形等の先鋭部(5) を備えて
いる。円錐形先鋭部の長さは好ましくは２～２０ｍｍで
あり、その大径後端の直径は好ましくは０．８～３ｍｍ
である。
【００１４】ステントを収めるデリバリーシース(3) 
は、テフロン、ポリエチレン等の合成樹脂製であり、そ
の外径はチューブステントの外径とほぼ同じであってよ
い。
【００１５】つぎに、本発明によるドレナージ用システ
ムを用いて行う内視鏡下経十二指腸的胆曩ドレナージに
ついて、説明をする。
【００１６】第１発明では、まず、超音波内視鏡を、
口、食道、胃を通して十二指腸まで挿入し、十二指腸
(6) より胆曩(7) を超音波で走査し、胆曩の位置および
胆曩までの距離を確認し、穿刺経路に血管のないことを
確認しておく。ステント(1) を装着した穿刺針(2) を入
れたデリバリーシース(3) を、超音波内視鏡の鉗子孔に
嵌め込む。超音波で確認した穿刺経路に沿って、穿刺針
(2) に高周波電流を流しながら穿刺針(2) を十二指腸よ
り胆曩に穿刺する。穿刺針(2) が胆曩内に到達した後、
ステントの留置位置を決定する。つぎに、デリバリーシ
ース(3) を引き、ステント(1) を拡張させ、ステント
(1) を十二指腸(6) と胆曩(7) に亘って留置する。その
後、穿刺針(2) を抜去する。
【００１７】第２発明では、穿刺針(2) はガイディング
カテーテル(10)に通され、その先端部分に、双極のピッ
グテイル型チューブステント(11)が装着され、同ステン
ト(11)の手元側にデリバリーシース(3) が装着されてい
る。チューブステントとデリバリシースは、糸などで固
定されていることが好ましい。この固定用の糸などは留
置後、チューブステントから容易に抜けるようにしてお
く。ピッグテイル型ステント(11)は、その内部に通した
穿刺針(2) によって真っ直ぐになっており、この状態で
所定位置へ入れた後、穿刺針(2) とガイディングカテー
テル(10)を引き抜くことにより、ピッグテイル型に戻さ
れ、この位置に留置される。このシステムを用いる点以
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外は、第１発明の場合と同様の操作を行う。
【００１８】
【発明の実施の形態】つぎに、この発明の実施例を図面
に基づいて説明する。
【００１９】実施例１
超音波内視鏡（コンベックス走査型カラードプラ超音波
内視鏡）、GF-UCT240-AL5 （オリンパス社製）、または
FG36UX（ペンタクス社製）を、口、食道、胃を通して十
二指腸まで挿入し、十二指腸より胆曩を超音波で走査
し、胆曩の位置および胆曩までの距離を確認し、穿刺経
路に血管のないことを確認した。
【００２０】図１に示すように、ステンレス鋼メッシュ
製の自己拡張可能ステント(1) を装着した穿刺針(2) を
入れた外径３．１ｍｍのテフロン製デリバリーシース
(3) を、超音波内視鏡の鉗子孔に嵌め込んだ。ステント
(1) は、シース(3) 内に収縮状態で収容されているが、
図２に示す拡張状態では、長さが４ｃｍ、両端外径がそ
れぞれ１０ｍｍ、一端から１ｃｍの括れ部の外径が３．
５ｍｍになっている鼓型のものであり、ジグザグ状の連
続したＺ形を有するステントフレームにポリウレタンの
カバーがしてある。ステント(1) は、一端から１０ｍｍ
の所にくびれ部(4) を有し、くびれ部(4) が手元にくる
ように、すなわち後側になるように、穿刺針(2) に装着
されている。穿刺針(2) はステンレス鋼製のワイヤーの
撚り線で、その太さは０．９ｍｍで、先端に長さ７ｍｍ
の円錐形先鋭部(5) を備えており、同先鋭部(5) の大径
後端の直径は３．１ｍｍになっている。
【００２１】超音波で確認した穿刺経路に沿って、図３
に示すように、穿刺針(2) の円錐形先鋭部(5) に高周波
電流を流しながら、これを十二指腸(6) より胆曩(7) に
穿刺した。先鋭部(5) が胆曩(7) 内に到達した後、胆曩
内を造影し、ステント(1) の留置位置を決定した。つぎ
に、図２に示すように、デリバリーシース(3) を引き、
ステント(1) を鼓型に拡張させ、所定の位置に留置し
た。その後、穿刺針(2)を抜去して、図４に示すよう
に、胆曩(7) を十二指腸(6) にステント(1) を介して直
結し、胆汁を胆曩(23)から十二指腸(25)へステント(1) 
を通して生理的に排出させた。
【００２２】実施例２
図５に示すドレナージ用システムにおいて、穿刺針(2) 
の円錐形先鋭部(5) は直径２．３ｍｍの大径後端を有し
ており、穿刺針(2) は外径２．１ｍｍのガイディングカ
テーテル(10)に通され、その先端部分に、外径３．１ｍ
ｍのテフロン製の双極のピッグテイル型チューブステン
ト(11)が装着され、同ステント(11)の手元側すなわち後
側に外径３．１ｍｍのデリバリーシース(3) が装着され
ている。ピッグテイル型ステント(11)は、その内部に通
した穿刺針(2) によって真っ直ぐになっており、この状
態で所定位置へ入れた後、穿刺針(2) とガイディングカ
テーテル(10)を引き抜くことにより、ピッグテイル型に
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戻され、この位置に留置される。このシステムを用いる
点以外は、実施例１と同様の操作を行った。
【００２３】
【発明の効果】本発明の胆曩ドレナージシステムによれ
ば、従来の手術法のようにドレナージチューブを乳頭に
到達させる必要がないので手技が簡単であり、したがっ
て、患者に及ぼす苦痛は小さいものとなる。
【００２４】しかも、胆汁を十二指腸へ生理的に、自然
と排出することができ、この点で本システムは有利であ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、実施例１において、収縮状態のステン
ト(1) を装着した穿刺針(2) を入れたデリバリーシース
(3) を示す概略図である。
【図２】図２は、デリバリーシース(3) を引き、ステン
ト(1) を鼓型に拡張させた状態を示す概略図である。
【図３】図３は、穿刺針(2) の円錐形先鋭部(5) に高周
波電流を流しながら、これを十二指腸(6) より胆曩(7) 
に穿刺した状態を示す概略図である。 *
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*【図４】図４は、胆曩(7) を十二指腸(6) にステント
(1) を介して直結した状態を示す概略図である。
【図５】図５は、実施例２において、穿刺針(2) がガイ
ディングカテーテル(10)に通され、その先端部分にチュ
ーブステント(11)が装着され、同ステント(11)の手元側
にデリバリーシース(3) が装着されているシステムを示
す概略図である。
【図６】図６は、十二指腸(25)の乳頭(21)から胆管(22)
を経て胆曩(23)までドレナージチューブ(24)を挿入する
従来の手術法を示す概略図である。
【符号の説明】
(1) ：自己拡張可能ステント
(2) ：穿刺針
(3) ：デリバリーシース
(5) ：先鋭部
(6) ：十二指腸
(7) ：胆曩
(10)：ガイディングカテーテル
(11)：ピッグテイル型チューブステント

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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